日 野 市 長 あ て
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施設等利用給付認定の申請・満3歳児クラスの預かり保育事業・幼稚園型一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）の補助を希望するにあたり、月48時間以上の求職活動を行うことを誓約し、指定期日までに「就労証明書」を提出いたします。
指定期日までに上記書類を提出が出来なかった場合、施設等利用給付認定・満3歳児クラスの預かり保育事業・幼稚園型一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）の補助が取消されることに異議はありません。
また原則として、再度求職活動の要件で申請をする際に、前回の求職活動の詳細な内容を報
告できない場合は施設等利用給付認定の申請・満3歳児クラスの預かり保育事業・幼稚園型一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）の補助が却下されても異議はありません。
保護者署名
申込児童氏名
生年月日	年	月	日
現住所
利用施設
【注意事項】
※認定期間・補助対象期間は3ヵ月間(退職した方は退職月の翌月から3ヵ月間)。
※指定期日とは、求職活動要件による認定終了月・補助対象終了月の１５日のことをいう。
１５日が土曜・日曜・祝日の場合はその前開庁日とする。
※求職活動とは、ハローワークでの就職活動や採用面接等への参加による活動をいい、単なる求人情 報誌等の閲覧やインターネット検索は含まない。
※求職活動の状況確認のため、記録(活動内容を客観的に証明できる書類)を求める場合があります。
活動内容が確認できない場合は認定取消・補助対象外となりますので、就労先が決まるまでは記録 を保管しておくようお願いいたします。

(あて先) 日野市長
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求職活動の状況について次のとおり申告します。

<一週間の状況(平均的状況を具体的に記入する)>
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